
◆オミクロン株の濃厚接触者定義

１　陽性者の症状の発症２日前から接触があった者

２　陽性者が無症状の場合、陽性者の検体採取日の２日前から接触があった者 【今後について】

　　※　ここでいう接触とは以下の項目を指し、濃厚接触者になった場合は１週間の自宅待機となります。（出校停止） ○ ステルスオミクロン（ＢＡ．２）やＸＥなどの変異株が

（１）感染対策を行わずに飲食を共にした者 拡大した場合は、定義の変更もあり得ます。

（２）マスクなしで手の届く範囲で１５分以上の会話をした者 ○ 新型コロナウイルスに関する情報は下記を検索

（３）同一世帯内の接触者 宮崎県新型コロナウイルス感染症対策特設サイト

（４）感染者の周囲の座席で授業を受けている者

◆濃厚接触とならない行動を心がける

【共通事項】 【授業・部活動】

○家庭での健康観察（健康観察票） ○こまめな喚起

　 本人及び家族内に発熱・風邪症状がある場合は登校しない ○リスクの高い学習活動は内容の変更を検討する

○不織布マスク着用の徹底 ○マスクを外した会話はしないこと

○手洗いの徹底 ○対面での水分補給は控えること

○換気の徹底 ○他学年・他クラスのフロアーへの不要な移動は避ける

○感染拡大地域への県外往来があった場合は、可能な限り抗原検査等 ○変異株の対応として登下校時にもマスク着用を徹底

　 を行い、帰省後１週間の健康観察を丁寧に実施する ○公共交通機関でのマスク着用と会話を控える

○不要不急の外出を避ける ○スクールバスでのマスク着用と会話を控える

○普段会わない人との会食を避ける ○寄り道せずに登下校

○濃厚接触者に認定された場合は、速やかに学校へ報告 ○登下校中の飲食を避ける

○学校行事等は密集にならない範囲で行う ○４月１日（金）から当面の間

○マスクを外しての会話や近距離での会話を避ける 　・本人及び家族内に発熱等がある場合は参加しない

○昼食は自席にて黙食とする（対面での会話・食事の禁止等） 　・可能な限りマスクを着用して実施する

○喚起の徹底 　・県内他校との交流は保護者承認のもと学校長判断

　・県外他校との交流は県と慎重に協議して決定する
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◆感染拡大緊急警報延長　～ 4月24日（日）　　　　◆対象　県内全域　　　　　　◆対応期間　当面の間
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３密の回避 6 部活動

　　　　　　　　　 オミクロン株感染拡大防止に関する本校の対応 日向工業高等学校

感染予防の徹底

家庭へのお願い

4 授業時・休み時間等

登下校時
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１ 概 要

２ 対 応


